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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社におけるコーポレート・ガバナンスとは、「企業理念」の実現を通して、企業価値の継続的な増大を目指すために、迅速かつ効率的、健全かつ
公正で透明性の高い経営を図るための仕組みであり、その仕組みを構築し機能させることです。

この考え方に基づき、ガバナンスの枠組みとガイドラインを「ソラスト コーポレート・ガバナンス ポリシー」として2016年６月30日開催の取締役会で

制定しました（2026年６月１日改定）。

この枠組みに基づいて取り組みを推進することでコーポレート・ガバナンスの継続的な充実を目指してまいります。

＜ソラスト　コーポレート・ガバナンス　ポリシー＞

https://www.solasto.co.jp/company/sustainability/governance/

＜企業理念＞

　　　　　　　　　私たちは、人とテクノロジーの融合により、

　　　　　　　「安心して暮らせる地域社会」を支え続けます。

　　　ソラストグループは、医療・介護・保育・教育などの現場において、

　　　　　社員一人ひとりの高い専門性と優れたチームワークの発揮、

　　　　　　　　　テクノロジーの先進的で柔軟な活用によって、

　地域に密着したサービスを実現し、お客様の元気と笑顔を支え続けます。

　　　　　　　　　　そして、社員それぞれの幸福な人生と、

　　　　　安心して暮らせる社会の実現に向かって歩み続けます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

当社は政策保有株式として上場株式を保有していません。

【原則１－７　関係当事者間の取引】

当社が役員や主要株主との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、社外取締役の意見、及び必要がある場合には弁護士その他の第三者
の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしています。

　

【原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

＜多様性の確保についての考え方＞

当社グループはダイバーシティ・マネジメントの推進を人事政策上の重要課題の一つと位置付けています。その実現のために「ダイバーシティポリ
シー」を制定し、６つのダイバーシティを推進しています。

＜６つのダイバーシティ＞

　　「女性の活躍推進」

　　「仕事と家庭両立支援」

　　「障がい者雇用の促進」

　　「高齢者の活用」

　　「外国人労働者の受入」

　　「性的マイノリティの理解促進」

詳細は、ソラストのダイバーシティポリシー及び6つのダイバーシティに記載しています。

（https://www.solasto.co.jp/company/Diversity/）

（１）女性の管理職への登用

当社の女性管理職比率は産業平均値より高い水準ですが、社員の90％を占める女性の活躍をさらに推進する必要があると考え、2026年度（2027
年3月期）までに全社の女性の管理職比率を現在の49.0％（2026年４月１日時点）から60％に引き上げることを目標に掲げ、タレントレビュー（社員
一人ひとりのアセスメントに基づき、職務・役割を通じた経験機会や教育施策の提供等、育成のためアクションプラン策定）の強化や、管理職へ
チャレンジする風土醸成のため、女性管理職登壇による座談会の開催等の各種取り組みを推進しています。また、女性管理職比率の向上等、多
様性を推進することは、男女賃金差異の縮小にもつながると考えています。

（２）中途採用者の管理職への登用

年間採用者（総合職）のうち中途採用者の割合は50％を超えており、管理職に占める中途採用者の割合は90％を超えています。他業界を含め



様々な経験や知識をもち、かつ年齢や性別、国籍等にかかわらず多様な人材が、それぞれの強みを生かし、当社グループでできること、やるべき
こと、挑戦すべきことに積極的に取り組んでいます。 引き続き持続的な成長を支える原動力として、ダイバーシティを推進し、多様な人材の確保・

活躍を推進してまいります。

（３）男性の育児休暇取得の推進

当社の男性労働者の育児休業取得率は、現行の日本政府が掲げる「2025年度までに男性育児休業取得率50％」に対して2025年度の実績が71.9
％と既に目標を達成しています。

引き続き高い水準を維持しながら、男性労働者の育児休業取得の後押しに向けた施策を推進し、更なる向上を図りたいと考えています。

＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標＞

当社グループのダイバーシティに対する取り組みの状況は、当社ホームページをご参照ください。

（https://www.solasto.co.jp/company/sustainability/hizaimu/）

＜多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況＞

当社グループの持続的な成長を支える原動力として、多様な人材の確保・活躍を推進するため、多様な働き方を支援する仕組みを構築していま
す。社員一人ひとりのキャリア形成のサポート、中でも女性の活躍に対しては、管理職への登用推進を目的として女性管理職候補者研修、管理職
から直接話を聞ける社員コミュニティイベント等を実施しています。また、ワーク・ライフ・バランス実現のため、非常勤勤務等、勤務形態を柔軟に選
択できる環境の整備や、時間単位で取得可能な年次有給休暇制度及び法定より広い範囲を対象とした短時間勤務制度を導入しています。

そのほか、社員一人ひとりの多様性や個性、そして家族・人生の充実を尊重し、全ての従業員が人種、年齢、性別、性自認・性的指向、障がいの
有無等にかかわらず、個々の特性や魅力を反映させながら仕事に参画できる職場環境づくりに努めています。具体的には、同性パートナー制度、
不妊治療・性別適合手術のための特別休暇制度等の導入等を実施しています。

また、コミュニケーション施策の実施・評価会議の実施による公正な評価・業務や職場の改善・処遇改善等、モチベーションの維持向上を目的とし
た人に関する施策を包括的かつ継続的に実施しています。これらの取り組みの成果を計る指標の１つとして、社員満足度調査を毎年実施し、その
結果を取締役会に報告しています。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社はコードが想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入していません。

【原則３－１ 情報開示の充実】

（１）当社グループは企業理念を制定し公表しています。企業理念は本報告書の「１．１．基本的な考え方」に記載しています。また、経営戦略・経
営計画は当社ホームページに掲載しています。

（https://www.solasto.co.jp/ir/）

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は本報告書の「１．１．基本的な考え方」に記載しています。

（３）経営陣幹部、取締役の報酬等の決定に関する方針と手続きについては本報告書の「２．１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の
決定方針の開示内容」に記載しています。

（４）経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名に関する一般的な方針と手続きについては本報告書の「２．２．業務執行、監督・監査、指名、
報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」に記載しています。

（５）全ての取締役・監査役について、「第55回定時株主総会招集ご通知（株主総会参考書類）」、「第56回定時株主総会招集ご通知（株主総会参
考書類）」及び「第58回定時株主総会招集ご通知（株主総会参考書類）」 に記載のそれぞれの選任議案において、「候補者とした理由」を記載して

います。

【補充原則３－１③ サステナビリティについての取組み等】

＜サステナビリティについての取り組み＞

当社グループは、「私たちは、人とテクノロジーの融合により、『安心して暮らせる地域社会』を支え続けます。」を企業理念として掲げ、全ての事業
活動を通じて社会課題解決への貢献と価値あるサービスを提供し続けることを目指しています。この考えの下、今後も社会とともに成長していくた
めに、特に優先的に取り組むべき重要課題を特定し、以下の５つのサステナビリティテーマを策定しています。

　・事業を通じた社会課題への取り組み

　　　高齢社会・地域への貢献

　　　イノベーション・社会保障費適正化への貢献

　・経営基盤

　　　人財（人財開発、処遇改善、多様性）

　　　コンプライアンス、ガバナンス

　　　環境・資源への配慮

＜ＴＣＦＤフレームワークに基づく開示＞

現在、火急の社会課題となっている気候変動は、異常気象による介護事業所及び保育施設への被害やヒートストレスを起因とした労働生産性や
サービスクオリティの低下など、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性もあると考えています。

当社グループは、気候変動に関連するリスク、機会及びこれらの影響の評価に取り組む姿勢を明確にするため、ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示
タスクフォース）による提言への賛同を表明しています。

また、長期環境目標として、温室効果ガス排出量を2030年度に排出原単位70％削減（2021年度比）、2050年度までに実質ゼロとする目標を策定し
ています。

TCFD フレームワークに基づく開示内容及び環境に対する具体的な取り組み等については、当社ホームページをご参照ください。

（https://www.solasto.co.jp/company/sustainability/environment/）

＜人権の尊重＞

当社グループは、グループ行動規範において人権尊重を掲げ、基本的人権の尊重及び事業活動における人権侵害を行わない旨グループ全体に
周知しています。

また、「ソラストグループ人権方針」を策定し、グループ全体で人権尊重に向けた取組を推進しています。具体的な取り組み等については、当社
ホームページをご参照ください。

（https://www.solasto.co.jp/company/sustainability/humanrights/）

＜人的資本への投資等＞

当社グループは、コミュニケーション施策の実施・評価会議の実施による公正な評価・業務や職場の改善・処遇改善等、モチベーションの維持向
上を目的とした人に関する施策を包括的かつ継続的に実施しています。なお、これらの取り組みに関する具体的な指標等については当社ホーム
ページをご参照ください。



(https://www.solasto.co.jp/company/sustainability/hizaimu/)

【補充原則４－１①　経営陣への委任の範囲】

当社は、取締役会規程において、取締役会で判断・決議すべき事項を明確に定めています。当該取締役会規程においては、法令・定款に定める
もののほか、主として全社事業方針の承認・変更、年次・月次予算、要員計画及び中・長期経営計画、組織及び人事関連事項、その他の重要な
業務執行に関する事項等を取締役会で判断・決議すべき事項として定め、これら以外の事項については、業務執行にかかる意思決定を迅速に行
うため、組織規程、職務権限規程に基づき、社長以下に委任することとしています。

【補充原則４－８ 独立社外取締役の有効な活用】

当社では、取締役会での監督機能（モニタリング）の強化とともに、当社の企業価値向上に資する助言を経営に取り入れる目的で、独立社外取締
役3名を様々な経験・スキルを有する社外取締役として選任しています。なお、取締役会における独立社外取締役が占める割合は60％です。

【補充原則４－９ 　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社の社外役員の独立性判断基準については本報告書の「２．１．【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載のとおり定めていま
す。

【補充原則４－10① 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置】

当社では、過半が独立社外取締役で構成され、委員長を社外取締役が務める指名・評価報酬委員会（代表取締役社長、独立社外取締役３名）を
設置しています。経営陣幹部を含む取締役の人事・報酬・後継者選びについて、取締役会の決議に先立って指名・評価報酬委員会においてその
検討を行い、当該検討の結果を取締役会に上程することとしており、これにより経営陣幹部を含む取締役の人事・報酬・後継者計画について独立
社外取締役が主要な構成員となる委員会の関与・助言を得ることとしています。

【補充原則４－11① 　取締役会の構成】

当社の取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方については本報告書の「２．２．業務執行、監督・監査、指名、報酬決定
等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」に記載しています。また、独立社外取締役には他社での経営経験を有する者
が含まれています。なお、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスは、本報告書の「５．２．その他コーポレート・ガバナンス体
制等に関する事項　【スキルマトリックス】」に記載しています。

【補充原則４－11② 　取締役の兼任の状況】

社外取締役・社外監査役以外の役員については、他の上場会社との兼任はありません。

社外取締役・社外監査役の重要な兼職の状況については、本報告書の「２．１．【取締役関係】会社との関係（２）」「２．１．【監査役関係】会社との
関係（２）」に記載しています。

【補充原則４－11③　取締役会の実効性についての分析・評価】

当社は、毎年、取締役会の実効性に関する分析、評価を実施しています。2025年度の実効性評価の概要は以下のとおりです。

（１）実効性評価の方法

取締役会の実効性に関する質問票をすべての取締役及び監査役に配付し、回答を得ました。この結果に基づいて、コーポレート・ガバナンス委員
会（以下「CG委員会」）及び取締役会において取締役会の実効性に関する分析及び検証を行い、今後の課題等について建設的な議論を行いまし
た。

（2）実効性評価の結果の概要

当社取締役会は、構成・運営状況等において、経営上重要な意思決定や業務執行の監督を行うための体制が構築されていることを確認しまし
た。

また、多様な経験や専門性をもつ社外役員を含めて活発な議論が行われていることを確認しました。

一方、取締役会の実効性の更なる向上に向けての提言があり、当社グループのあるべきコーポレート・ガバナンスについて CG委員会及び取締役

会において議論した結果、今後、「指名・評価報酬プロセスの透明性向上」および「社長、執行役員の後継者育成プロセス及びサクセッションプラン
に関する議論の深化」に向けた取り組みを推進することを確認しました。

なお、2024年度以前に実施した取締役会の実効性評価の内容及び結果は当社Webサイトにて開示しています。

（https://www.solasto.co.jp/company/sustainability/governance/）

【補充原則４－14②　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社では、各取締役、各監査役及び各執行役員に対して、新しい考えの習得や生きた情報に触れる自己啓発等を目的として、外部セミナーへの
参加、外部団体への加入を推奨するとともに、その費用については、社内規程に基づき当社が負担することとしています。

【原則５－１　株主との対話】

当社では、取締役会にて検討・承認した株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針について、当社ホームページ
にて開示しています。

（IR基本方針：https://www.solasto.co.jp/ir/basic_policy/）

【株主との対話の実施状況等】

2025年度における株主（投資家、アナリストを含む）との対話の実施状況は以下のとおりです。

なお、当社は株主との対話の実施状況や、株主からの質問・コメントを四半期毎にとりまとめ、取締役会にフィードバックしています。

対話やそのフィードバックを踏まえて、株主の意見や懸念は様々な形で経営に取り入れられています。

　株主との対話の主な対応者：社長CEO、医療事業・介護事業等の本部長、広報・IR部長

　株主との対話の量：四半期毎に決算説明会を実施。その他、個別面談/スモールミーティング等を通じて延べ88社と直接対話

　対話を行った株主の概要：主に国内外の機関投資家に所属するアクティブ運用を目的としたファンドマネージャー/アナリスト、ESG担当者等

　対話の主なテーマや株主の関心事項：経営戦略と成長の方向性、会社の業績その背景要因、既存/新規事業の市場環境や競争優位性、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務戦略及び株主還元方針、株主構成と大株主との関係性



【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月25日

該当項目に関する説明

〈現状評価〉

当社では、資本コストを上回る資本収益性（ROE）を達成できていると分析・評価しています。

　　　　　　　　　　　FY2022　　　　FY2023　　　　FY2024

株主資本コスト： 　7.6％　　　　　8.2％　　　　　　5.4％

WACC：　　　　　　　5.1％　　　　　5.9％　　　　　　5.0％

ROE：　　　　　　　 10.7％　　　　 18.4％　　　　　16.2％

ROIC：　　　　　　　　7.9％　　　　10.3％　　　　　11.7％

PBR：　　　　　　　　 2.5倍　　　　　1.9倍　　　　　　4.3倍

PER：　　　　　　　　22.9倍　　　　10.7倍　　　　　27.3倍

〈方針・目標〉

当社は、株主資本コストを８％前後の水準、加重平均資本コスト（WACC）は６％前後の水準と認識しております。この資本コストを常に上回るリ
ターンを創出するため、資本効率性をより一層重視した経営を推進します。

この考えのもと、2029年度を最終年度とする「中期経営計画FY2025－2029」を策定しました。企業理念の実現に向け、環境変化への対応と人材育
成を通じ持続的な成長を確保するため、５つの骨子を設定しています。これらは事業成長と資本効率の向上を両輪で実現するための重要な柱で
あり、着実な推進により2029年度に ＲＯＩＣ15％ 及び ＲＯＥ20％ の達成を目指します。

今後も、企業価値の継続的な向上を図り、PBRをはじめとする市場評価の更なる向上に繋げてまいります。

　①定量目標、株主還元方針

　　定量目標と株主還元方針を通じて、株主の皆様への利益還元を図る

　②外部環境の変化に俊敏に対応し、長期持続可能な企業を構築する

　　生産年齢人口の減少、物価や賃金の上昇の継続、各種規制の変化など、様々な外部環境の変化に対応すべく、

　　賃上げの促進やテクノロジーによる生産性の向上を進め、長期にわたって持続可能な企業を構築する

　③環境変化に対応したサービスを改善し、進化する

　　顧客ニーズの変化を的確に捉え、提供サービスの付加価値の向上を図る

　④規律から生まれる健全な財務基盤を構築する

　　投資を積極化しつつも、判断にあたっては規律を重視し、健全な財務基盤の構築に努める

　⑤専門知見・経験を持ち、多様性を実現するための人材育成を行う

　　人材育成を通じてサービスの品質を向上させるとともに、多様な人材の登用を促進させる

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

大東建託株式会社 31,805,100 35.12

NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW 7,046,949 7.78

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,898,000 6.51

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 4,793,063 5.29

MSIP CLIENT SECURITIES 3,505,200 3.87

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO 3,418,947 3.78

株式会社日本カストディ銀行（信託口) 2,382,700 2.63

ソラスト従業員持株会 2,346,340 2.59

東海東京証券株式会社 2,345,500 2.59

BANK JULIUS BAER & CO. LTD. FAO 2010005136 1,614,900 1.78



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

大株主の状況は2026年３月31日時点の状況です。また、自己株式（4,191,169株）を保有していますが、上記大株主の記載からは除いており、割合
は自己株式を控除して計算しています。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

知識　賢治 他の会社の出身者

光成　美樹 他の会社の出身者 ○

田中　美穂　当社商業登記及び戸籍上の氏名：高橋　美穂 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

知識　賢治 ○

（重要な兼職の状況）

石井食品株式会社　社外取締役

株式会社ティーガイア 代表取締役社長

複数の企業で代表取締役を務め、社外取締役
としての経験も豊富に有しています。人材育成
や企業文化も含めた組織運営及び経営基盤の
確立・強化について幅広い知識と経験を持ち、
当社への有益な助言をいただけるものと期待
し、同氏を選任しています。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
性基準及び当社が定める社外役員の独立性
要件に照らし、社外役員の職務執行にあたり
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断し、同氏を独立役員に指定しています。

光成　美樹 ○

（重要な兼職の状況）

株式会社ＦＩＮＥＶ　代表取締役

公益財団法人日本適合性認定協会　理
事（非常勤）

株式会社ヤマダホールディングス　社外
取締役

株式会社YUASA　社外取締役

株式会社ＦＩＮＥＶと当社グループとの間に
は取引関係がありますが、同社との取引
額は僅少であることから、独立性に問題
はないと判断しております

環境・気候変動・ＥＳＧ／ＳＤＧｓに関するコンサ
ルティング会社において代表取締役を務め、複
数の会社での社外取締役の経験を有していま
す。不動産の環境問題、災害対策、リスク管理
について深い知識と幅広い見識を持ち、人とテ
クノロジーの融合による質の高いサービスの提
供を目指す当社にとって有益な助言をいただけ
るものと期待し、同氏を選任しています。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
性基準及び当社が定める社外役員の独立性
要件に照らし、社外役員の職務執行にあたり
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断し、同氏を独立役員に指定しています。

田中　美穂　当社商業登記及び戸籍上の
氏名：高橋　美穂

○

（重要な兼職の状況）

芝・田中経営法律事務所 パートナー

マリモ地方創生リート投資法人 監督役員

地主プライベートリート投資法人 監督役

員

東京センチュリー株式会社 社外取締役

弁護士として企業法務及びＭ＆Ａ関連分野に
精通しており、豊富な経験と深い知識を持ち、
当社にとって有益な助言をいただけるものと期
待し、同氏を選任しています。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
性基準及び当社が定める社外役員の独立性
要件に照らし、社外役員の職務執行にあたり
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断し、同氏を独立役員に指定しています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・評価報酬委員
会

4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・評価報酬委員
会

4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役会の役割を補佐するために、指名・評価報酬委員会及びコーポレート・ガバナンス委員会を取締役会の傘下に設置しています。

指名・評価報酬委員会は、過半を社外取締役で構成(代表取締役１名、社外取締役3名）され、社外取締役が委員長を務めています。同委員会
は、社長及び執行役員候補者を取締役会に提案することの他、執行役員の年間目標の設定とその評価を行うとともに、執行役員の報酬に競争力
があり適正な水準にあるかを評価し、決定しています。



【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社では、監査役、会計監査人及び内部監査部門である監査部の相互連携を強化し、定期的にミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行
うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上を強化しています。社外監査役については、監査役室が中心となり、会社の情報を適確に提
供できるよう社内との連絡・調整をしています。

監査役監査は、監査役が重要な会議への出席、各部門・拠点及び子会社の往査、取締役との意見交換、会計監査人からの監査計画及び監査結
果についての報告等を通じて、適切な監査を行っています。これらの監査結果については、取締役会を通じて、全部門に対して報告がなされてい
ます。

会計監査人には有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けています。

内部監査機能は、社長の指示のもと、監査部が担っており、本社各部、全国の拠点並びに子会社を対象とした内部統制の有効性及び実際の業
務遂行状況について監査を行っています。

これらの監査結果については、対象部門をはじめ、取締役会並びに社長のほか、必要に応じて各部門の上部組織に対して報告がなされていま
す。また、当社監査役と適宜ミーティングを実施し意見交換を行っています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

横手　宏典 公認会計士

福島　かなえ 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

横手　宏典 ○

（重要な兼職の状況）

横手宏典公認会計士事務所 所長

みおぎ監査法人 代表社員

株式会社鈴木商会　社外監査役

公認会計士及び税理士として、会計・税務につ
いて豊富な知識と経験を有しています。また、
株式会社東京証券取引所上場部に長年に亘り
出向した経験を有し、上場会社の実務にも精通
しており、当社のコーポレート・ガバナンスの一
層の強化を図るための有用な助言を期待し、
同氏を選任しています。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
性基準及び当社が定める社外役員の独立性
要件に照らし、社外役員の職務執行にあたり
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断し、 同氏を独立役員に指定しています。

福島　かなえ ○

（重要な兼職の状況）

宇都宮・清水・陽来法律事務所 パート

ナー

株式会社ワールド 社外取締役（監査等委

員）

株式会社カチタス　社外監査役

裁判官に任官後、家庭裁判所、地方裁判所、
高等裁判所において民事、刑事、行政事件を
取り扱うなど豊富な知識と経験によって、客観
的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監
査できると判断し、同氏を社外監査役に選任し
ています。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
性基準及び当社が定める社外役員の独立性
要件に照らし、社外役員の職務執行にあたり
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断し、 同氏を独立役員に指定しています。



【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

＜社外役員の独立性要件＞（2021年６月１日改訂）

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下に掲げる事項に該当する社外役員については、独立社外役員に該当しないものと
判断する。

１．現在、ソラストグループ（注１）の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人である者

２．現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの大株主（注２）もしくはソラストグループが大株主の取締役、監査
役、執行役員又は使用人であり、又はあった者

３．ソラストグループの主要な取引先企業（注３）の業務執行者（注４）であり、又はあった者

４．ソラストグループから多額の寄付（注５）を受けている法人、団体等の理事その他の取締役、監査役、執行役員又は使用人であり、又はあった
者

５．ソラストグループとの間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している者

６．過去５年間において、ソラストグループの会計監査人に所属しており、又はしていた者

７．ソラストグループから、役員報酬以外に多額の金銭（注６）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等に該当し、又は該当し
ていた者

８．以下に該当する者の配偶者、２親等内の血族、同居の親族又は生計を一にする者

（１）ソラストグループの業務執行者

（２）過去10年間のいずれかの事業年度において、ソラストグループの業務執行者であった者

（３）上記２．から７．で独立性がないと判断している者

９．その他、当社における実質的な判断の結果、社外役員としてのソラストグループの一般株主と利益相反が生ずる恐れがある者

（注）

１：「ソラストグループ」とは、株式会社ソラスト及び株式会社ソラストの子会社とする

２：「大株主」とは、総議決権の20％以上の議決権を直接又は間接に保有している企業等をいう

３：「主要な取引先」とは、過去３事業年度のうち、いずれかの事業年度において、ソラストグループとの取引の支払額又は受取額がソラストグルー
プ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業等をいう

４：「業務執行者」とは、業務執行取締役又は執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう

５：「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれか大きい額を超えること
をいう

６：「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超える
ことをいう



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

社内取締役の賞与の一部を、会社の業績に連動する定量評価（業績連動報酬）により決定しています。また、社内取締役に対して譲渡制限付株
式報酬制度を導入しています。

※2021年度より、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし
て、社内取締役に対し、それまでのストックオプション報酬に代えて、譲渡制限付株式報酬を導入しました。すでに付与済みのものを除き、取締役
及び監査役に対するストックオプション制度を廃止しています。

※自社株式保有ガイドラインの制定

当社は、当社執行役員の自社株保有を促進させることにより、役員の業績向上および株価上昇に対する意欲や士気を一層高めることで企業価値
の向上を図ることを目的に役員自社株保有ガイドラインを定めています。

なお、本ガイドラインで定める役員の役位別の株式保有目標は以下のとおりです。

　社長：　　当該役位就任後５年以内に、基本報酬（年額）の2.0倍に相当する自社株を保有する

　上記以外の執行役員：　　当該役位就任後５年以内に、基本報酬（年額）の0.5～1倍に相当する自社株を保有する

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

全取締役および監査役の報酬総額については、関係法令の定めに従って有価証券報告書および事業報告において開示し、当社ウェブサイト上に
掲載することにより公衆の縦覧に供しています。2025年度の取締役の報酬等の総額は151百万円であり、このうち社外取締役に対する報酬は36
百万円です。

内訳は以下のとおりです。

[取締役の報酬]

報酬総額 ： 151百万円（うち社外取締役36百万円）

基本報酬 ： 99百万円（うち社外取締役36百万円）

賞与： 37百万円

非金銭報酬等： 14百万円

対象となる役員の員数： ７名（うち社外取締役４名）

※対象となる役員の員数には、2025年６月25日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含んでいます。

※取締役の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第47回定時株主総会において年額320百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まない。）と決議されています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は７名です。

※2021年６月28日開催の第53回定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の
付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額100百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と
決議されています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち、社外取締役４名）です。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

＜役員報酬等の内容の決定に関する方針＞

取締役の個人別の報酬等については、指名・評価報酬委員会にその決定を委任しており、指名・評価報酬委員会にて当該決定方針に沿うもので
あるか否かを含めた審議を経ています。

＜指名・評価報酬委員会の構成員＞

委員長：社外取締役 光成美樹

委員　：代表取締役社長CEO 野田亨、社外取締役 知識賢治（独立役員）及び田中美穂（独立役員）

＜委任された権限の内容＞

取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項

＜委任した理由等＞

より透明性と客観性を高める立場である社外取締役が過半数を占める指名・評価報酬委員会にて決定をすることが妥当と考えられるため

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際して
は、同業他社の水準・当社の業績及び社員とのバランス等を考慮して決定することを基本方針としています。

取締役（社外取締役を除く）の報酬は、基本報酬、賞与、譲渡制限付株式報酬で構成しています。基本報酬は、取締役報酬と業務執行報酬により
構成し、毎月支給します。賞与は、役割に応じて取締役分と業務執行分をそれぞれ一定の時期に支給します。業務執行分は、固定報酬と変動報
酬で構成し、変動報酬は定性評価と会社の業績に連動する定量評価（業績連動報酬）により決定します。

社外取締役の報酬は、その役割に鑑み基本報酬のみとしています。基本報酬は、取締役報酬と委員会手当で構成し、毎月支給します。

ｂ．業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬は、売上高、営業利益を指標としています。指標毎に年度予算を達成することを目標とし、達成率に応じて業績連動報酬の支給率
を決定します。なお、特定の事業部門を管掌する取締役は管掌部門の各指標を、社長を含むその他の取締役は連結の各指標を目標としていま
す。

ｃ．非金銭報酬等に関する方針

譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、業
績及び役割等を基準としてその額を決定します。また、付与する株式には、取締役会で定める一定の譲渡制限期間を設けることとします。

ｄ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

取締役毎の報酬は、取締役会の機能を補完するため、指名・評価報酬委員会での審議を経て、指名・評価報酬委員会が決定し、個別の報酬の最
終決定は、取締役社長に一任することもできることとしています。なお、委任を受けた取締役社長は、指名・評価報酬委員会の審議結果を十分に
踏まえて個別の報酬の最終決定をしなければならないこととしています。

指名・評価報酬委員会は、取締役会の傘下に設置され、取締役野田亨氏並びに社外取締役知識賢治氏、光成美樹氏及び田中美穂氏で構成して
おり、委員長は社外取締役光成美樹氏が務めています。委員長及び委員の過半数を社外役員とすることで、指名委員会等設置会社の優れた面
を取り入れた体制を構築し、運用しています。

ｅ．報酬等の割合に関する方針

取締役の各報酬の割合については、上位の役位及び特定の事業部門を管掌する取締役ほど賞与の割合が高まる構成とし、指名・評価報酬委員
会において決定します。

ご参考：取締役（社外取締役を除く）の報酬構成比

2024年度における取締役（社外取締役を除く）の報酬構成比は以下のとおりです。株式報酬は基本報酬及び賞与の基準額に一定割合を乗じて決
定しています。なお、賞与は基準額を用いて算出しており、実際の支給額の構成比と異なります。

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本報酬 　　賞与 　　株式報酬

代表取締役社長　　　　　　　　　　　　 56％ 　　　 　22％　　　　22％

取締役（社外取締役を除く）　　　　　　61％　　　　　23％　　　　16％

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役へのサポートは経営企画部が行い、社外監査役へのサポートは監査役室及び経営企画部が行っています。

取締役会の資料は、原則として取締役会事務局より事前配布し、社外取締役及び社外監査役が検討する時間を確保できるよう努めています。 ま

た、必要に応じて事前説明を行っています。

社外取締役に対しては、取締役会事務局等より重要会議の資料等を共有しています。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計
監査、内部監査の情報を共有しています。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を採用しています。なお、取締役会の機能を補完するため、取締役会の傘下に指名・評
価報酬委員会及びコーポレート・ガバナンス委員会を設置し、委員長及び委員の過半数を社外役員とすることで、指名委員会等設置会社の優れ
た面を取り入れた体制を構築し、運用しています。

（取締役会）

取締役会は、公正・誠実さを確立した上で長期的な企業価値の向上を果たすため、迅速・果断な意思決定、適切なリスクテイクを通じた攻めのガ
バナンスの実現を目指しています。取締役・監査役候補者、執行役員の選任及び年度予算・中期経営計画・その他の重要な戦略の立案の監督と
承認並びに重要な業務執行の決定等を通じて経営全般に対する監督機能を発揮して経営の実効性と透明性を確保するほか、社長を含む執行役
員の企業価値向上に向けた取り組みをモニタリングしています。また、当社の取締役は経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応でき
るようにするため、任期を１年としています。

取締役会は原則として毎月定例会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。2025年度は取締役会を17回開催し、取締役・
監査役候補者及び執行役員の選任、年度予算の承認及び中長期的な経営方針に関する議論等を行いました。

（監査役会）

監査役会は、その決議によって監査役の中から議長を定めることとし、各監査役による監査の実効性を確保するための体制を整備しています。監
査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席する等により、取締役の職務執行及び取締役会の監督義務の履行状況について監査を行っ
ています。また、取締役会と連動して毎月監査役会を開催し、監査方針や監査計画を定めるとともに、監査に関する重要な事項について各監査役
から報告を受け、協議または決議を行っています。

2025年度は監査役会を22回開催しました。監査役会における具体的な検討内容は、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況や、財
務報告内部統制（Ｊ－ＳＯＸ）の評価及び実施状況等です。

（指名・評価報酬委員会）

指名・評価報酬委員会は、社長及び執行役員候補者を取締役会に提案する等、経営層の指名、評価及び報酬について取締役会の役割を補佐し
ています。

2025年度は指名・評価報酬委員会を８回開催し、取締役会及び委員会の体制や次世代経営人材の育成等について審議しました。

（コーポレート・ガバナンス委員会）

コーポレート・ガバナンス委員会は、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実と経営の透明性及び公正性を高めるための取り組みについて審議
し、取締役会に提案する等、取締役会の役割を補佐しています。

2025年度はコーポレート・ガバナンス委員会を２回開催し、取締役会実効性評価等について審議しました。

（その他経営会議等）

その他、当社は、取締役会の意思決定の迅速化・効率化を図るため、業務執行に関する重要事項を協議、決議する機関として経営会議を設置し
ています。経営会議は、社長を含む全執行役員で構成しており、原則として毎月１回開催しています。また、リスク・コンプライアンスに関する全社
的な統括を担うリスク・コンプライアンス委員会を設置しています。

（経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名に関する一般的な方針と手続き）

当社は、指名・評価報酬委員会において、執行役員又は取締役として必要と定められている権限と責任を遂行するに足る知識・経験を有する者を
執行役員又は取締役候補者として指名し、取締役会に答申しています。執行役員は取締役会で、取締役は取締役会での承認を経て株主総会
で、監査役は監査役会の同意、取締役会での承認を経て株主総会で選任されます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会（５名、内３名が社外取締役）において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の透明性・客観性が確保され、また、
豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えています。

さらに前述のとおり、監査役、会計監査人及び内部監査部門である監査部の相互連携により実現される実効的な監査体制により、適法性及び妥
当性のある適正な監査が担保されるものと考えています。

以上を理由として、当社では現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2026年６月に開催した定時株主総会の招集通知は、開催日の23日前の６月１日に電子開
示をし、16日前に一体型アクセス通知及び株主総会参考書類を発送しました。

集中日を回避した株主総会の設定 2026年６月に開催した定時株主総会は、最集中日を回避して設定しました。

電磁的方法による議決権の行使 2021年度より、電磁的方法による議決権行使を採用しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しています。

また、機関投資家の議案検討期間を十分に確保するため、招集通知（和文・英文）を定時
株主総会開催日の23日前に電子開示しました。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知（狭義）、株主総会参考書類及び事業報告（要約）の英文を当社ホームページに
掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

取締役会にて検討・承認した株主との建設的な対話を促進するための体制・
整備・取り組みに関する方針について取りまとめたIR基本方針を、当社ホーム
ページに日本語及び英語で公表しています。

日本語（https://www.solasto.co.jp/ir/basic_policy/）

英語　（https://www.solasto.co.jp/ir/en/basic_policy.html）

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期毎に決算説明会を開催しています。

また、アナリスト・機関投資家とのスモールミーティングや個別ミーティング等

を実施しています。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページを通じ、投資判断に資する重要な情報はすべて日本語だけ
でなく英語でも積極的に開示しています。

IRに関する部署（担当者）の設置
IRに関する専任部署として管理本部内に経営企画部IR広報グループを設置し
ています。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は企業理念の実現や当社グループが定めた方針や行動指針を実践するにあたって、
倫理的かつ責任をもって行動するための基本的な規範を「ソラストグループ行動規範」とし
て定め、基本的人権や多様性の尊重、法令等遵守のみならず、様々なステークホルダーと
の健全で良好な関係の構築とその維持について規定しています。

（https://www.solasto.co.jp/wp-content/themes/solast_cp/assets/pdf/20230401_codeofc
onduct_jp.pdf）

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社の事業は、医療事務、介護、保育のサービスの提供や、それに従事する人たちへの
教育・トレーニングの提供であり、地域社会の福祉及び雇用に深く関連しています。当社の

CSRは、「企業理念」にもあるように、これらの事業を通じて地域社会の継続的な発展に貢
献することです。また、業務の遂行において、社会のルールや規範を遵守し公明正大であ
ることを、「ソラストグループ行動規範」で定め、徹底を図っています。

また2021年に事業活動を通して当社グループが重点的に取り組むべき重要課題を特定
し、５つのサステナビリティテーマとして設定しました。これらの取り組みなどの詳細は当社
ホームページに掲載しています。

（https://www.solasto.co.jp/company/sustainability/theme/）

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社の事業は、地域社会の福祉及び雇用に深く関連しており、当社には地域社会をはじ
め、多くのステークホルダーが存在しています。この多様なステークホルダーに、経営情報
のみならず生産性改善、安心・安全、人材育成等、当社の様々な取り組みへの理解を深め
ていただくことは、重要な責務であると認識し、メディア等も活用し、広く情報を発信してい
ます。

その他

当社は、「企業理念」において、「社員それぞれの幸福な人生と、安心して暮らせる社会の
実現に向かって歩み続けます」と掲げており、人材、中でも全体の約90％を占める女性社
員の働き方やキャリア形成を重視しています。

社員の満足度を高めることが顧客満足度と業績の向上につながると考え、ワークライフバ
ランスに配慮した各種制度の充実を図り、社員が子育てや介護をしながら、安心してより長
く働ける環境の整備等を進めてまいりました。 2021年４月には、当社が社会とともに成長

するために、特に優先的に取り組むべき重要課題を特定し、「高齢社会・地域への貢献」、
「イノベーション・社会保障費適正化への貢献」、「人財（人財開発、処遇改善、多様性）」、
「コンプライアンス、ガバナンス」、「環境・資源への配慮」の５つのサステナビリティテーマを
策定しました。サステナビリティテーマへの取り組みやESG（環境・社会・ガバナンス）に関し
て、ホームページ・各種資料を通じた情報開示やステークホルダーとの対話を積極的に推
進しています。

また、2024年12月には「ソラストグループ人権方針」を策定し、グループ全体で人権尊重に
向けた取組を推進しています。具体的な取り組み等については、当社ホームページをご参
照ください。

（https://www.solasto.co.jp/company/sustainability/humanrights/）

[外部評価]

・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定（３段階目）」取得（2021年）

・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみんマーク」取得（2008年、2011年、2015年）

・ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）の取り組みを評価する「D&Iアワード」にて「ベスト
ワークプレイス」認定（2021年）

[女性の登用に関する現状（株式会社ソラスト）]

・女性管理職比率 49.0％（2026年４月１日時点） *課長相当職以上



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は経営の健全性や透明性を高めるために、有効な内部統制システムを構築することが重要であると考えており、その基盤として業務の適正
を確保するために必要なものの整備を、下記のとおり取締役会において決議しています。

1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、当社グループの全役職員を対象とした行動指針として「ソラ
ストグループ行動規範」を定め、全役職員に周知徹底させる。

②コンプライアンス規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築及び推進を図る。

③内部通報規程に基づき、法令・諸規則及び規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とする内部通報システムの運用を行う。

④市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、関係行政機関や
顧問弁護士等と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。

3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理基本規程に基づき、会社の存続及び業務の健全な運営を行うため、取締役会は当社グループ全体のリスクの低減及び発生の未然
防止に努める。

②リスク管理基本規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のリスク管理体制の構築及び推進を図る。

③各部署のリスク管理責任者は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、リスク管理を統括する部署へ定期的にリスク管理の状況を報告
し、連携を図る。

4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として原則として月１回以上の定例取締役会及び適宜臨時取締役
会を開催し、重要事項に関して迅速に的確な意思決定を行う。

②取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、権限、責任及び執行手続の詳細につい
て定める。

③取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、任期を１年としている。

5）会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①グループ会社における業務の適正を確保するため、「ソラストグループ行動規範」を定め、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築に
努める。

②子会社等の関係会社管理を担当する部署は、関係会社管理規程に基づき、子会社等の業務の効率化等も踏まえ必要な管理を行う。

③子会社等は関係会社管理規程に基づき、業績、その他重要事項について定期的に報告を行う。

④リスク管理基本規程に基づき、当社グループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。

6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項並び
に監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①監査役の業務補助に、監査役室を設置し、専任のスタッフを配置する。

②専任のスタッフは、取締役からの指揮命令を受けない。

③専任のスタッフの人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。

④専任のスタッフは、監査役と定期的に監査結果等について協議及び意見交換を行い、緊密な連携を図る。

7）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制

①取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発
生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたと
きは、監査役に報告する。また、前記に拘らず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人
に対して報告を求めることができる。

②前項の監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止し、その旨を当社の取締役及び使
用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。

③監査役は、取締役会及び経営会議の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議及び委員会に出席し、必要
に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。また、代表取締役との定期的な意見交換を開催し、意思の疎通を図るほか、適切な
報告体制を確保するものとする。

④内部通報規程に基づき、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。

⑤監査役より、職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求がなされたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ
た場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループ及びその特別利害関係者、株主、取引先等には、反社会的勢力とのかかわりはありません。

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、ソラストグループ行動規範において、反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力との活動を助長するよう
な行為を行わないことを定めています。

具体的な対処方針・基準については、「反社会的勢力対応マニュアル」を作成しています。また、当社グループの役員、従業員に対して、反社会的
勢力に該当しないことを表明するために、入社時に誓約書の提出と必要な研修の受講を義務づけています。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

反社会的勢力に関する業務の所管をビジネスオペレーション本部と定めるとともに、各事業部門にはコンプライアンス管理責任者を配置し、現場
からの情報を吸い上げ、全社的に統一した対応を行うように努めています。外部組織との連携に関しては、暴力団追放運動推進都民センターに
加入し、総務グループ長を当社における不当要求防止責任者として届出を行い、定期講習を受講しています。不当要求防止責任者は反社会的勢
力に関する情報の収集に努めるとともに、警察とも連携できる体制を構築しています。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜適時開示体制の整備に向けた取り組み＞

当社グループでは、適時適切なディスクロージャーはコーポレート・ガバナンスの重要な要素のひとつであり、株主への重大な責務であると考え、
決算情報はもとより業績に多大な影響を与える可能性のある事項については、迅速な開示を行う方針です。

適時開示は、【適時開示体制の概要（模式図）】に記載の社内における手続きを経て行うことを基本方針としています。



 

 【模式図（参考資料）】  
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【適時開示体制の概要（模式図）】  

  
  



 

【スキルマトリックス】 

 
      

 

【スキルマトリックス各項目の選定理由】  

スキル項目  選定理由  

企業経営  
当社を取り巻く事業環境が変化する中、適切な経営判断を行い、企業価値の持続的な

向上を実現するためには、企業経営の経験・実績が必要である。  

組織運営  
約３万人の従業員が高い専門性とチームワークを発揮し、安定的にサービスを提供し続

けるためには、高い組織運営能力・経験が必要である  

マーケティング／イ

ノベーション  

少子高齢化や社会保障費の適正化への貢献等、事業を通じた社会課題の解決をリード

するためには、事業への深い理解とともに従来とは異なる新たな発想により顧客やマー

ケットを創造する知見が必要である。  

ＤＸ／ＩＣＴ  
「人」と「テクノロジー」を融合させ、安心して暮らせる地域社会を支え続けるためには、テ

クノロジーへの深い理解と先進的で柔軟な活用を実現する知見が必要である。  

財務・会計／Ｍ＆Ａ  
強固な財務基盤を構築し、企業価値の持続的な向上に向けた成長投資（新規事業、Ｍ 

＆Ａ）を実現するためには、財務・会計、Ｍ＆Ａ分野における確かな知見が必要である。  

人事／人材開発  

当社の最大の資産は「人」であり、約３万人の従業員がそれぞれの個性・働き方で活躍

できる多様性を推進し、その能力を最大限に発揮できる人材戦略の策定とそれを実現

するための知見が必要である。  

リスク管理／サステ

ナビリティ  

公共性の高い事業を担う当社は、社会とともに成長することが重要であると捉えており、

法律やコンプライアンスを踏まえたリスク管理及びサステナビリティに関する知見が必要

である。  
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